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●税理士がおさえておきたい会社法の基
礎知識や税理士業務における留意点を
Q&A形式で一冊にまとめた実務ハンド
ブック

●税理士業務に精通する弁護士により、
現行の会社法のポイントをわかりやすく
解説

●クライアントからの会社法に関する質問・
相談時にすぐに回答やアドバイスがで
きるようサポート！

https://www.daiichihoki.co.jp
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本書では、税理士の主たる関与先として中堅・中小企業を想定し、
「税務」分野の書物では知識が得られにくいと思われる部分に
紙幅を割いています。　「はしがき」より抜粋
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「税理士業務を
熟知した執筆陣による、
必ずや税理士に役立つ
会社法の手引き」
（元国税庁長官・稲垣光隆氏「推薦のことば」より）
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第一法規株式会社

書店印

取 扱 い
この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送りく
ださい。

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。
また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円（税込）にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。

＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者
に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用い
ただけません。

1万円以下の場合、300円+税
3万円以下の場合、400円+税
10万円以下の場合、600円+税

年　　　　月　　　　日

お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、弊社
ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきましては、お問
合せフォーム（https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php）かフリーダイヤルにてご連絡ください。

お客様の個人情報の
取扱いについて
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＜クレジットカードでもお支払いいただけます＞
検 索

＜クレジ トカ ドでもお支払いいただけます＞
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序章　会社法とは何か─その税理士業務との関係

Q2
会社法と税理士業務

Q 　会社法は、税理士業務にとって、どのような意
味がありますか。税理士は、会社法を知っておく
必要があるのでしょうか。

A 　税理士業務の提供先である会社について、その
機関構成や各機関の役割、設立・組織再編・清算
といった「会社の一生」に関わる事項など、最低
限のことを知っておくことは、税理士業務にとっ
て必要、有益であると思われます。

　税理士業務は、個人事業主や、相続税の対象となる個人に対して提

供されることもありますが、それ以上に、会社を依頼者として行われ

ることが多いと思われます。会社は会社法に基づいて運営されていま

す。例えば、会社の取締役や代表取締役の権限・責任等は会社法によっ

て定められていますし、株主総会や取締役会の開催手続・その議事録

の作成方法等についても、会社法が定めています。

　こうしたことから、税理士が、依頼者である会社について理解する

ためには、会社法について、その概要を知っておくことが望ましく、

必要であるともいえるでしょう。

　なお、会社法には、会社の会計・決算についてのルール（いわゆる「会

社の計算」に関する規定群）も設けられていますが、この分野につい

ては、税務申告の前提となることもあって、すでに実務的な知識を有

しておられる読者も多いものと思われることから、本書では説明の対

象としていません。

税理士業務における留意点

　税理士の依頼元である会社の関係者は、会社法に関するある程度の
基礎知識を税理士が備えていることを期待するでしょう。また、税理
士は、例えば弁護士に比べると、依頼者企業にとって、身近な立場に
あることが多いと思われ、会社法についてごく基本的な質問を税理士
が受けるという場面もあるのではないでしょうか。
　もちろん、会社法も法律ですから、本格的な相談となれば弁護士が
対応すべきですが、簡単な概要については税理士が依頼者に説明する
ことができれば、依頼者企業の税理士に対する信頼も高まるでしょう。
そのような意味で、会社法の概要を知っておくことは、税理士業務に
とって有益であるだけでなく、必要であるとすらいえるように思われ
ます。

終章　税務コンプライアンスと会社法 197196

Q55
取締役の善管注意義務
と税務コンプライアン
スの関係

Q 　取締役の善管注意義務と税務コンプライアンス
の関係は、どのようなものでしょうか。

A 　取締役は、善管注意義務の適切な履行として、
株式会社の業務執行に当たって、すべての法令を
遵守しつつ、株主利益の最大化を図らなければな
りませんので、納税者が納税義務を自発的かつ適
正に履行することを求める税務コンプライアンス
は、租税法令の遵守という観点から善管注意義務
の一部を構成するという関係にあります。

　取締役は、株式会社との委任関係に基づき、善良な管理者の注意を

もって株式会社のために業務を行わなければならないという善管注意

義務を負っています（会社法第330条、民法第644条）。この点、株式会

社は営利を目的とする法人ですので、取締役は、株式会社の利益が剰

余金の配当などを通じて最終的に帰属する株主の利益を最大化させる

ことを目的に業務を遂行しなければなりません。

　一方で、取締役は、法令を遵守して株式会社の職務を行わなければ

ならないという法令等遵守義務（会社法第355条）も負っています。こ

こでいう「法令」は、取締役を名宛人とするものに限らず、株式会社を

名宛人とし、株式会社がその業務を行うに際して遵守すべきすべての

規定が含まれますので（最判平成12年７月７日民集54巻６号1767頁）、

株式会社が納税義務者となる法人税法や消費税法などの租税法令も取

締役の法令等遵守義務の対象となります。法令等遵守義務は、社会全

体の利益を保護する見地から定められた強行法規的なものであって、

株主利益の追求に優先されるため、株主の利益に資する行為であった

としても法令違反は許されません。

　そのため、取締役は、善管注意義務の適切な履行として、株式会社

の業務執行に当たって、租税法令を含むすべての法令を遵守しつつ、

株主利益の最大化を図らなければならず、法令に反する行為によって

会社に損害を与えた場合には、善管注意義務違反を理由にその賠償責

任を負います。

　取締役の行為が、税務コンプライアンスに反して会社に損害を与え

得る場面として、課税額の減少を目的とするタックスプランニングの

実行など、取締役が業務上の意思決定を行う場合が考えられます。

　また、取締役の不作為によって税務コンプライアンスに反する行為

を看過して善管注意義務違反を惹起してしまう場合として、税務処理

を誤った従業員などに対する監督を怠ったことによる監視義務違反が

あります。このほかにも、一定の規模以上の株式会社では、取締役が

株式会社の業務全部を自ら監視することは不可能となりますので、取

締役および使用人の職務の執行が租税法令を含む法令に適合すること

を確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために
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